
高齢者用肺炎球菌感染症の予防接種を県外等で受けられる方へ 
 

１． 接種費用の払い戻し制度による接種手続きについて 

（１）接種前 

①「岐阜市予防接種実施依頼書交付申請書（様式第１号）」を保健所感染症・医務薬務課に提出してく

ださい。 

  様式第１号は、岐阜市ホームページからダウンロードできます。 

 （ご注意） 

・申請者の氏名は、被接種者の氏名で申請してください。 （接種費用は、被接種者名義の口座に振

込みます。申請者の氏名と口座名義人が同一である必要があります。） 

・申請後、保健所感染症・医務薬務課から、予診票などの書類を郵送します。 

書類が届くまで接種はお待ちください。 

（書類は、原則２週間以内にお手元に届きます。） 

 

（２）接種時 

①保健所感染症・医務薬務課から送付された「岐阜市予防接種予診票」と接種医療機関あての「岐阜

市予防接種実施依頼書」を接種医療機関に提出し、接種を受けてください。 

②医療機関に接種費用全額をお支払ください。 

③お金を支払ったときに、「岐阜市予防接種予診票」の原本と、領収書（※）を貰ってください。 

※領収書は、被接種者の氏名、接種日、接種した医療機関名、予防接種名とその費用が記載してあるも

のに限ります（予防接種がいくらだったかわかるもの）。 

 

（３）接種後 

 下記①～③の書類を令和７年３月３１日までに保健所感染症・医務薬務課へ提出してください。 

①岐阜市予防接種費用助成金交付申請書（様式第３号） 

様式第３号は、岐阜市ホームページからダウンロードできます。 

（ご注意） 

・申請者の項目は、接種前に提出した「岐阜市予防接種実施依頼書交付申請書（様式第１号）」の、申

請者の氏名で申請してください。 

・金額を書き間違えた場合は、新しい申請書にお書き直しください。 

・「予防接種の種類」欄には、接種した予防接種名を記入してください。 

・振込先には、申請者名義の口座を記入してください。 

②領収書（※） 

③岐阜市予防接種予診票（原本） 

 ＊振込は、払い戻しの申請から１～２か月程度です。 

 

２．払い戻し費用について 
払い戻しの金額は下記のとおりです。 

 一般の方 生活保護世帯の方 

高齢者用肺炎球

菌感染症予防接

種 

接種費用－4,070円 

ただし、上限：4,120円まで 

接種費用 

ただし、上限：8,190円まで 

 

 

【問い合わせ先】 岐阜市保健所感染症・医務薬務課 

                     〒500-8309 岐阜市都通２丁目１９番地 電話：０５８－２５２－７１８７       


